
いじめ・不登校への対応マニュアル 

＜見直しの視点＞ 

  実質的に機能するかに配慮し、本校の生徒指導上課題となる事例（いじめ・不登校）について

見直し、対応策を講じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

いじめ対策 

 いじめの発見 

○ 日常観察（担任及び分科担任、養護教諭等全職員） 

○ アンケ－ト（担任） 

児童・保護者（学期各１回） 

○ 本人より（教育相談） 
○ 保護者より（個別懇談） 

 ⒈事実関係の究明（担任・生徒指導主事） 

対応の手順 

 ・事実関係の究明
後は、すぐに対応策
を全職員で確認し、
それぞれの立場で
同一歩調で指導に
あたる。 

 ・記録は、担任はも
とより、生徒指導部
でも残しておく。 

 ・「心の居場所」と
しての保健室の役
割（養護教諭）も大
きく、その連携を図
る。 

 ・いじめ解消後も
日常的な観察を、
継続させる。 

校長・教頭 

 生徒指導委員会 
全職員の共通理解 

生徒指導協議会 
全職員で対応 

いじめられている子どもへ 
・常に味方であり、必ず守ることを伝える。 
・自分の気持ちを伝えるように指導する。 
・人に告げることは正当な行為、相談することを教える。 
 
まわりの子どもへ（学級全体に対して） 

・いじめは断固として許さない態度を示す。 

・見て見ぬふりをすることも、いじめと同じであることを教える。 

・いじめを見つけたら、先生に知らせるように指導する。 
 
いじめている子どもへ（いじめの背景をさぐる） 
・いじめは絶対許されないという毅然とした態度で指導する。 
・いじめは人間として許されないことを指導する。 
・なぜいやなことをするのか考えさせる。 

 

 ⒉いじめ被害の相談・指導（担任・生徒指導主事・養護教諭） 

⒊保護者との連携 

 
いじめられている子の保護者へ（担任・教頭） 
・いじめがあったことについての謝罪をする。 
・いじめの発見が遅れたことへの謝罪をする。 
・現在の状況及び、今後の対応について話す。 
・全職員で守っていくことについて話す。 
 
いじめている子の保護者へ（程度により来校）（担任・生徒指導主事） 
・いじめの状況について話す。 
・家庭での様子について聞く。 
・今後の対応策について協力を仰ぐ。 
いじめのある学級の保護者（程度により保護者会）（担任・生徒指導
主事・校長・教頭） 
・いじめの状況について話す。 
・今後の対応策について協力を仰ぐ。 
保護者、家庭への啓蒙（校長・担任・生徒指導主事） 
・常日頃から信頼関係を構築する。 
・学校としてのいじめに対する考えを学校だより等で知らせる。 
・ＰＴＡの諸会合等で啓蒙を図る。 
・家庭訪問を意義あるものにする。 
     

 



 

 

 

                   ○２～３日欠席が続いたら要注意。 

                   （頭痛・腹痛・気分不快等、あるいは登校をしぶる） 

 

 

○家庭訪問（担任） 

                   ・家庭訪問し心身の様子、現在の状態を確認する。 

               ・本人あるいは保護者と登校をしぶる原因について話し合う。 

 

 

 

                   

 ⒈原因の究明（担任） 

   ・本人からの聞き取りや友人関係。 

  ・保護者からの聞き取り。 

   

 

  
  

    
全職員の共通理解 

  
 

・原因の究明後、 

すぐに対応策を全 

 

 

   
全職員で対応 

  
 

生徒指導協議会 
   
  

   
職員で確認し、そ  

   
れぞれの立場で同 

一歩調で指導にあ  ⒉不登校児童本人への指導  （担任・生徒指導・養護教諭・他職員） 

たる。              登校時 

                    ・全教師が当該児童と触れ合うなど学校全体で指導する。 

・記録は、担任は    ・教師との触合いを多くするなど教師との関係を改善する。 

もとより、生徒指    ・様々な活動において本人が意欲的に活動できる場を用意する。 

導部でも残してお    ・友人関係を改善するための指導をする。 

く。                ・授業の改善等により授業が分かる、楽しい学習を工夫する。 

                    ・保健室等の特別な場所に登校させて指導する。 

・「心の居場所」    ・再登校の際は、温かく受け入れ、徐々に適応させる。 

としての保健室の 

役割（養護教諭）    不登校 

も大きく、そ    ・定期または、随時家庭訪問をする。 

の連携を図る。      ・本人の趣味や特技、遊びを話題にし、心を穏やかにする。 

 

                   ⒊家庭への働きかけ（担任・他職員） 

                    ・登校を促すために、電話や迎えにいく。（無理はしない） 

                    ・家庭訪問を行い、勉強や生活等の相談にのる。 

                    ・保護者に、家族関係や家庭生活の改善を求める。 

                    ・教育相談等専門機関の活用をすすめる。 

 

                   ⒋専門機関との連携（担任・生徒指導・養護教諭・教頭） 

           ・定期相談やカウンセリングを活用する。 

           ・相談の結果を指導に生かす。 

           ・場合によっては、担任や養護教諭も立ち合う。 

                   

 
  対応策 
 
 

 
 生徒指導委員会 
 
 

 
 不登校傾向に陥ったら 
 
 

 
   即対応 
 
 

 
  早期発見 
 
 

 
 不登校対策 
 
 

 
 校長・教頭 
 
 


